
阿賀野市告示第７４号 

 阿賀野市信用保証料補給規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和８年３月３１日 

                        阿賀野市長 加 藤 博 幸  

 

   阿賀野市信用保証料補給規程の一部を改正する規程 

阿賀野市信用保証料補給規程（平成２０年阿賀野市告示第２０４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

附則第２項中「令和８年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改める。 

  附 則 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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